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雲南市・飯南町事務組合公告第２号 

 

下記の業務を委託するため公募型プロポーザルを行うので、雲南市・飯南町事務

組合業務委託に関するプロポーザル実施要綱第 4 条の規定により、公告する。 

 

令和 2 年７月６日 

雲南市・飯南町事務組合 

管理者 速 水 雄 一 

 

 

記 

 

１．業務委託名 

雲南圏域における次期可燃ごみ広域処理施設整備基本構想策定業務委託 

２．業務委託内容 

別紙「雲南圏域における次期可燃ごみ広域処理施設整備基本構想策定業務委託仕

様書」による。なお、本構想は循環型社会形成推進交付金事業の対象となるもので

ある。 

３．履行期間 

契約締結の翌日から令和 4 年 3 月 15 日までとする。 

  （令和２（2020）年度～令和３（2021）年度の 2 か年度） 

４．業務の実施場所 

  雲南市、飯南町、奥出雲町の雲南圏域とする。 

５．提案上限額 

  11,880,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ＊年度別内訳については、次の範囲内とする。 

令和 2(2020)年度上限額：5,610,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和 3(2021)年度上限額：6,270,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

６．公募型プロポーザルの詳細 

詳細は「雲南圏域における次期可燃ごみ広域処理施設整備基本構想策定業務委託

公募型プロポーザル実施要領」による。 
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７．手続等 

⑴ 事務局 

雲南市・飯南町事務組合 環境事業部施設整備課 

郵便番号 690-2701 

所 在 地 島根県雲南市掛合町掛合 1261-3 

電 話 0854-62-9550 

F A X 0854-62-9551 

E - m a i l shisetsu-kankyo@i-yume.ne.jp 

⑵ 実施要領等の配布 

ア 配布期間 

令和 2 年７月６日（月）から令和 2 年７月 14 日（火）までの日の午前 9

時から午後 5 時まで。（土日祝日を除く。） 

   イ 配布方法 

      事務局において配布するほか、雲南市・飯南町事務組合ホームページより

ダウンロード可能。 

  ⑶ 参加表明書等の提出 

ア 受付期間 

令和２年 7 月 6 日（月）から令和２年 7 月 14 日（火）までの日の午前 9

時から午後 5 時まで。（土日祝日を除く。） 

イ 提出場所 

事務局 

ウ 提出方法 

持参又は郵送による。（提出期限内必着のこと。） 

⑷ 提案書類等の提出 

ア 受付期間 

令和２年7月27日（月）から令和２年8月６日（木）までの日の午前9時 

から午後5時まで。（土日祝日を除く。） 

 

   ※本プロポーザルに関する詳細な手続きは、「雲南圏域における次期可燃ごみ広域

処理施設整備基本構想策定業務委託公募型プロポーザル実施要領」を参照すること。 


